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一斉臨時休業後における教育活動の実施について（通知） 

 

本校では、４月１６日に、全都道府県が緊急事態措置の対象とされたことを踏まえ、生

徒が安心して登校できるような環境を整備するという観点から、学校保健安全法第２０条

の規定により４月２１日から５月６日までの間の一斉臨時休業と学年別に出校日とする分

散登校の措置を講じてきました。 

つきましては、臨時休業期間終了後の５月７日（木）からの教育活動再開に当たり、本

校では、下記の事項に留意の上適切に対応していくよう万全を配慮する所存です。 

なお、今後、県内において、感染者が急激に増えた場合、生徒等又は教職員の感染が判

明した場合、感染ルートが明らかでない感染者が増えた場合には、青森県教育委員会と当

該感染者の症状の有無、接触者の多寡、地域における感染拡大・感染経路の状況等を確認

しつつ、本校ではこれらの点を総合的に考慮し、臨時休業の必要性について判断すること

としており、臨時休業を延長する場合もあり得ることに留意願います。 

 

記 

 

１ 学習指導、学校行事、保健管理、課外活動等の取り扱いについては、学校内で感染症 

対策を講じた上で実施します。 

①手指消毒用アルコールや手洗い用殺菌消毒用ソープの校内設置 

②休み時間を利用した定期的な教室等の換気 

③全校生徒が一斉に集まる場面の制限 

③来校者や教職員のマスク着用の励行 

 ④その他、校内で実施可能な感染症拡大防止に係る基本事項の措置 

 

２ 生徒に対して、公共交通機関利用時における対応等を含め、感染防止に係る指導を十 

 分に行います。 

 

３ 保護者から、感染が心配で登校させたくないと相談された場合の取り扱いは、生徒に 

 不利益が生じないよう対応致します。 

 

４ 教育活動の再開に向けて、本校における臨時休業の実施及び教育活動再開の考え方等 

について、県立学校に習い、別紙のとおりといたします。 

 

５ 5 月 7 日の再開日において、改めて、生徒に対して本校校長から校内放送で呼びかけ 

 を行い、生徒の不安の解消に努めます。 

以 上  
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生徒・保護者のみなさんへ 

（4 月 30 日付青森県教育委員会発行文書より抜粋） 

 

新型コロナウィルス感染症をめぐる臨時休業および学校再開についてご説明します。 

 

１ 臨時休業について 

 令和２年４月１６日、全都道府県が緊急事態措置の対象とされました。本県は、新型コ

ロナウィルス感染症がまん延している状況にはないものの、生徒、保護者及び地域住民の

不安解消を図り、適切な教育環境を整備することを目的に、学校保健安全法第２０条によ

り、本校では４月２１日から５月７日までの間の一斉臨時休業としました。 

 

２ 学校の再開について 

 国の「新型コロナウィルス感染症対策専門家会議」における新型コロナウィルス感染症

対策の状況分析・提言（４月１日の提言より） 

〇 現時点の知見では、子どもは地域において感染拡大の役割を果たしていないと考えら 

れている 

〇 直近１週間の新規感染者等の人数がその１週間前と比較して大幅に増加している『感 

染拡大警戒地域』において想定される対応として、その地域の学校の一斉休業も選択肢 

として検討すべきである 

 

 文部科学省から示されている「臨時休業の実施に関するガイドライン」より 

〇 地域内に感染者が判明した場合であっても、地域における感染経路がすべて判明して 

いて、学校関係者とは接点が少ない場合などには、学校の臨時休業を実施する必要性は 

少ない 

とされております。 

 

これらのことから、現在の本県の感染状況等を踏まえると、現段階では県立学校におい

て臨時休業の延長を要する状況にはないと考えており、休業期間終了後の５月７日（木）

から教育活動を再開することとしました。 

本校ではこれに習う形を取り、同日から通常再開をすることとしており、学習活動、学

校行事、補講、模擬試験等が通常となります。また、課外活動は部分制限を設けて通常と

なります。 

 

３ 学校再開に向けた生活全般等について 

①不要不急の外出や県境を越えての移動の自粛をお願いします。 

②手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策の徹底をお願いします。 

③「三つの密」を避ける行動をお願いします。 

④学校再開に向け、起床就寝時間、家庭学習など、基本的な生活リズムを崩さないよう 

 心掛けてください。 

 ⑤インターネット利用時のルールやマナーを守り、ネットトラブルなどにより被害者、 

  加害者となることがないよう十分注意してください。 

 

４ その他 

 今後、県内において、感染者が急激に増えた場合などには、青森県教育委員会と当該感

染者の症状の有無を確認しつつ、臨時休業の必要性について判断することとしており、臨

時休業を延長する場合もあり得ることを申し添えます。 

別紙 


